
JP 5965415 B2 2016.8.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品の処分用袋システムであって、
　前記物品に取り付けられたポッド（ｐоｄ）容器であって、底部シートおよび上部シー
トが一体的に合着されて内部空洞を形成し、且つ閉鎖状態から開封状態に操作できる開封
自在な閉鎖部を有するポッド容器を有し、
　前記上部シートは最上層と、最下層と、当該最上層と当該最下層を接着するための中間
接着剤層とを含み、
　　前記底部シートは中間層と、当該中間層と前記上部シートの最下層をその外周に沿っ
て結合する上部接着剤リング層と、前記ポッド容器を前記物品に結合する下部接着剤リン
グ層とを含み、さらに
　折りたたまれた袋が前記上部シートと前記底部シートとの間に配置され、かつ前記底部
シートに接着され、さらにこの折りたたまれた袋は前記開封自在な閉鎖部の開口部を通じ
て前記ポッド容器から展開自在であり、前記開封自在な閉鎖部が開封されたときに前記物
品から分離されることなく、前記ポッド容器から展開、開口、および裏返すことができ、
それによってその内部に前記物品が配置されるものであり、
　　前記袋は、平坦に折り畳まれて小型形状になるものであり、
　　　前記折り畳まれた袋は、前記袋の自由側面縁部を着脱自在に一体的に連結して前記
袋を折り畳まれた形状に保つ非永続的な接着部を含み、使用時、前記非永続的な接着部は
成人の指の強さおよび器用さにより破壊可能であり、それにより前記自由側面縁部が互い
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から開放されて前記袋が展開されるものであり、前記非永続的な接着部は前記袋の開口上
端部を閉鎖状態に保つものではないものである、
物品の処分用袋システム。
【請求項２】
　請求項１記載の処分用袋システムにおいて、前記袋は、少なくとも部分的に取り外し自
在なプルタブ（ｐｕｌｌ　ｔａｂ）を前記開口上端部に含み、当該プルタブは、前記開口
上端部を閉鎖状態に保つものであり、さらに前記プルタブは前記開封自在な閉鎖部が開封
された時にアクセスできるよう前記ポッドの前記開封自在な閉鎖部に隣接して配置される
ものである処分用袋システム。
【請求項３】
　請求項１記載の処分用袋システムにおいて、前記上部シートは破断された時に開口部を
形成する細長い破壊域を含むものである処分用袋システム。
【請求項４】
　請求項３記載の処分用袋システムにおいて、前記細長い破壊域は閉鎖状態において重な
る層を含まないものである処分用袋システム。
【請求項５】
　請求項４記載の処分用袋システムにおいて、開封状態にある前記細長い破壊域は、閉鎖
状態に復元不可能なものである処分用袋システム。
【請求項６】
　請求項１記載の処分用袋システムにおいて、前記開封自在な閉鎖部は、外周縫製部と引
き糸とを有する着脱自在な合着アセンブリを含み、この着脱自在な合着アセンブリは、前
記引き糸が引かれると前記縫製部が前記底部シートから前記上部シートを開放するように
構成されており、前記開封自在な閉鎖部は前記上部シートを完全に横切る状態で延長する
ものであり、それにより、前記開封自在な閉鎖部が操作されて前記開封状態になると前記
上部シートは２片に分離されるものであり、当該上部シート片は前記袋に取り付けられて
いるものである処分用袋システム。
【請求項７】
　請求項１記載の処分用袋システムにおいて、前記物品は、おむつ、生理用品、または医
療廃棄物である創傷被覆材または衣類である処分用袋システム。
【請求項８】
　使い捨ての物品を処分する方法であって、
　請求項１に記載の前記処分用袋システムを提供する工程と、
　前記使い捨ての物品に前記袋システムを貼付する工程と、
　前記ポッド容器の前記開封自在な閉鎖部を開封する工程と、
　袋の底端部が前記ポッド容器に取り付けられたまま且つ前記ポッド容器内にある状態で
、前記開封された閉鎖部を通じて当該袋の開口上端部を引く工程と、
　前記袋を開口する工程と、
　前記使い捨ての物品を把持する工程と、
　前記袋を裏返して前記使い捨ての物品を前記裏返された袋内に配置する工程と、
　前記使い捨ての物品が前記袋内に配置された状態で前記袋を閉じる工程と
　を有する方法。
【請求項９】
　請求項８記載の方法において、前記ポッド容器の前記開封自在な閉鎖部を開封する工程
は、力を加えて前記容器の破壊域を破断させることにより前記開口部を形成する工程を含
み、当該開口部を通じて前記袋の上部が展開されるものである方法。
【請求項１０】
　請求項８記載の方法において、前記ポッド容器の前記開封自在な閉鎖部を開封する工程
は、
　力を加えて前記ポッド容器の破壊域を破断させることにより、前記ポッド容器の前記上
部シートを完全に横切って延長する開口部を形成する工程と、
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　前記開口部を通じて引き糸にアクセスする工程と、
　前記引き糸を引いて、前記上部シートが底部シートから分離し前記上部シートが前記袋
に取り付けられた２片に分離するまで、前記ポッド容器の前記上部シートおよび前記底部
シートを連結する縫製部を開放する工程とを含むものである方法。
【請求項１１】
　請求項８記載の方法において、前記袋を開口する工程は、前記袋の自由側面縁部を着脱
自在に一体的に連結して前記袋を折り畳まれた形状に保つ非永続的な接着部を開放する工
程を含むものである方法。
【請求項１２】
　請求項８記載の方法において、前記袋を開口する工程は、前記袋の開口上端部を閉鎖状
態に保つプルタブを、前記袋の前記開口上端部で少なくとも部分的に取り外す工程を含む
ものである方法。
【請求項１３】
　請求項８記載の方法において、前記使い捨ての物品は、おむつ、生理用品、または医療
廃棄物である創傷被覆材または衣類である方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１１年３月１日付で出願された米国仮特許出願第６１／４４７，７５３号
および２０１１年１２月６日付で出願された米国非仮特許出願１３／３１２，３２６号の
優先権に基づく利益を主張するものであり、この参照によりその双方が本明細書に組み込
まれる。
【０００２】
　本発明は、使い捨ての着用可能な吸湿性の物品、例えばおむつに関し、特に、そのよう
な使い捨ての物品を処分するためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　子ども用おむつは、一般に再利用可能または使い捨てタイプのどちらかである。再利用
可能なおむつは、洗濯して再利用できるような材料（例えば、綿）で作製される一方、使
い捨てのおむつは、費用効率よく作製して汚れたら処分できような材料（例えば、セルロ
ースの吸収性コアおよびビニール（プラスチック）のシーチング）で作製される。使い捨
ておむつは、通常、おむつを子どもから外して処分用ビニール袋に入れることにより処分
される。汚れたおむつの処分はかなり不快な作業であり、不便なことが多く、糞便と尿が
付いた不衛生で臭いおむつの取り扱いを伴う。特に、汚れたおむつを入れる処分用袋が入
手しにくい状況でおむつ替えが必要な場合、問題が生じる。この状況を避けるため、介助
者は、通常、余分な処分用袋（例えば、ビニールの食料雑貨袋）を汚れたおむつ用に持ち
歩く。しかし、余分な処分用袋を持ち歩いて使用する場合でも、汚れたおむつの取り扱い
および処分は傾向としてかなり不快であり、常に多くの処分用袋を持参する対処が必要で
ある。
【０００４】
　これらと同じ問題は、幼児用おむつだけでなく、他の着用可能な吸湿性の物品、例えば
大人用おむつおよび生理用品にも起こる。また、他の状況では不衛生な液体を含んだ使い
捨ての物品、例えば医療廃棄物を処分する必要が生じ、それを処分するための安全な取り
扱いが困難な場合もある。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日
以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
（先行技術文献）
　（特許文献）
　　（特許文献１）　米国特許第５，０３７，４１４号明細書
　　（特許文献２）　米国特許出願公開第２００２／１０００４６５６号明細書
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　　（特許文献３）　米国特許第４，４３０，０８７号明細書
　　（特許文献４）　米国特許第７，７４９，２０９号明細書
　　（特許文献５）　米国特許第３，９２７，６７４号明細書
　　（特許文献６）　米国特許第５，１４１，５０５号明細書
　　（特許文献７）　米国特許出願公開第２００７／００８００９２号明細書
　　（特許文献８）　米国特許出願公開第２０１０／００７８４５６号明細書
　　（特許文献９）　米国特許第６，４８８，２２２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記を受け、使い捨ての液体吸収性の物品、例えばおむつの処分を実現できるより優れ
た方法が必要とされていることが理解されるであろう。本発明の主な目的は、上記等の問
題に解決策を提供することである。　
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一般的に説明すると、本発明は、使い捨ての物品（例えば、おむつ）に取り付けられる
か、若しくは少なくとも部分的に当該使い捨ての物品により形成された処分用袋システム
に関し、この処分用袋システムは、折り畳まれて小型形状になった処分用袋を収容する容
器（すなわち、ポッド）を含む。前記容器は、全体として薄く平坦で、前記袋を収容する
ようにサイズ調整され、前記袋は、前記システムとともに使用される前記おむつまたは他
の使い捨ての物品を収容するようにサイズ調整される。また、前記袋は、前記容器から少
なくとも部分的に取り出し自在であり、それにより、前記おむつまたは他の物品が当該袋
の中に配置され、処分される。使用時は、前記おむつまたは他の使い捨ての物品が巻かれ
、前記容器が開かれ、前記袋が前記容器から展開および開口され、前記開口された袋の中
を通じて手を伸ばすことにより前記おむつが把持され、前記袋が裏返されて前記おむつが
収容され、前記おむつを収容する袋が閉じられて処分される。このように、前記処分用袋
システムは、汚れたおむつまたは他の使い捨ての物品を処分する上で、便利で衛生的な自
己完結型の方法を提供する。
【０００７】
　先行システムおよび方法の欠点を改善して本明細書で説明する利点を実現するため本発
明で採用される具体的な技術および構造は、本発明の実施形態例に関する以下の詳細な説
明と、添付の図面および請求項とから明確に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システムの分解斜
視図で、当該システムの主要な構成要素を示したものである。
【図２】図２は、図１の前記処分用袋システムを組み立てた状態の平面図である。
【図３】図３は、図２の前記処分用袋システムの底部である。
【図４】図４は、図２の前記処分用袋システムを曲げ、その柔軟性を示した側面図である
。
【図５】図５は、図２の前記処分用袋システムを通常の弛緩した平坦な状態で示した側面
図である。
【図６】図６は、図２の前記処分用袋システムの処分用袋の平面図であり、前記処分用袋
システムを製造する第１の方法例に基づいて平坦に敷かれた前記処分用袋を示している。
【図７】図７は、図６の前記袋を示した図であり、当該袋は１回折り畳まれている。
【図８】図８は、図７の前記袋を示した図であり、当該袋は再度（合計２回）折り畳まれ
ている。
【図９】図９は、図８の前記袋を示した図であり、当該袋のループ持ち手が畳み込まれて
いる。
【図１０】図１０は、図９の前記袋を示した図であり、当該袋の自由側縁部が非永続的に
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一体的に接着され、前記折り込まれたループ持ち手に隣接した前記自由側縁部の上端部に
プルタブが接着されている。
【図１１】図１１は、図１０の前記袋を示した図であり、当該袋の底部が斜めに折り畳ま
れ、前記処分用袋容器の前記底部シートに接着されている。
【図１２】図１２は、図１１の前記袋および底部シートを示した図であり、前記袋は渦巻
状構成へと平坦に折り畳まれている。
【図１３】図１３は、図１２の前記処分用袋システムを示した図であり、前記袋および底
部シートの上に前記上部シートが組み立てられて当該組み立てが完了し、前記組み立て済
みの処分用袋システムがおむつに適用されている。
【図１４】図１４は、図１３の前記おむつおよび前記処分用袋システムが一体的に組み立
てられ、使用準備が整った状態を示した図である。
【図１５】図１５は、図１４の前記おむつおよび処分用袋システムの斜視図で、前記おむ
つはこの時点で汚れており、当該処分用袋システムを使用して前記おむつを処分する第１
の方法例に基づいて巻かれている。
【図１６】図１６は、図１５の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、当該おむつおよび処分用袋システムは、前記処分用袋容器の開封自在な閉鎖部を開
けている間、把持されている。
【図１７】図１７は、図１６の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記容器の開封自在な閉鎖部は、開口状態で開口部を形成している。
【図１８】図１８は、図１７の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記処分用袋が引かれ、前記開口部を通じて前記容器から展開されている。
【図１９】図１９は、図１８の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、張力を加えて前記処分用袋が引かれ、その底部は、前記容器の前記底部シートに接
着されたままである。
【図２０】図２０は、図１９の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記プルタブが前記袋の上部から取り外されている。
【図２１】図２１は、図２０の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、利用者の第二指が縦方向に滑って前記袋の前記側縁部の非永続的な接着部を破壊し
ている。
【図２２】図２２は、図２１の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記袋の前記ループ持ち手が展開されている。
【図２３】図２３は、図２２の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記袋の前記ループ持ち手が互いから分離されている。
【図２４】図２４は、図２３の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記袋が開けられている。
【図２５】図２５は、図２４の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、利用者の手が前記袋の中に伸びて前記おむつを把持している。
【図２６】図２６は、図２５の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記袋が中表に裏返されている。
【図２７】図２７は、図２６の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記袋が裏返され、この時点で前記おむつは前記裏返しになった袋に収容されてい
る。
【図２８】図２８は、図２７の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記袋を閉じるため当該袋の前記ループ持ち手が結び合わされている。
【図２９】図２９は、図２８の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記おむつを収容した前記袋は、結び合わされ閉鎖状態になっている。
【図３０】図３０は、図２９の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記おむつを収容して閉じた前記袋がベビーカーから下げられ、一時的に保管され
ている。
【図３１】図３１は、図３０の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で



(6) JP 5965415 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

あり、前記おむつを収容して閉じた前記袋がごみ容器に入れられている。
【図３２】図３２は、本発明の第２の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システムの分
解斜視図で、当該システムの主要な構成要素を示したものである。
【図３３】図３３は、図３２の前記処分用袋システムを組み立てた状態の平面図である。
【図３４】図３４は、図３２の前記処分用袋システムを部分的に開口状態で示した平面図
である。
【図３５】図３５は、図３３の前記処分用袋システムの処分用袋の平面図であり、前記処
分用袋システムを製造する第２の方法例に基づいて平坦に敷かれた前記処分用袋を示して
いる。
【図３６】図３６は、図３５の前記袋を示した図であり、当該袋は１回折り畳まれている
。
【図３７】図３７は、図３６の前記袋を示した図であり、当該袋は再度（合計２回）折り
畳まれている。
【図３８】図３８は、図３７の前記袋を示した図であり、当該袋の引き紐の露出部分が畳
み込まれている。
【図３９】図３９は、図３８の前記袋を示した図であり、当該袋の底部が斜めに漏斗状に
折り畳まれている。
【図４０】図４０は、図３９の前記袋を示した図であり、当該袋の底部が前記処分用袋容
器の前記底部シートに接着されている。
【図４１】図４１は、図４０の前記袋および底部シートを示した図であり、前記袋は渦巻
状構成へと平坦に折り畳まれている。
【図４２】図４２は、図３３の前記処分用袋システムの処分用袋をおむつに適用したもの
の斜視図で、前記おむつはこの時点で汚れ、巻かれており、当該前記処分用袋システムを
使って使い捨てのおむつを処分する第２の方法例に基づき、前記処分用袋容器が開かれる
と同時に、開口部を通じて引き糸が引かれている。
【図４３】図４３は、図４２の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記引き糸が引かれて、前記処分用袋容器の前記２つの上部シート部分を前記底部
シートに保持する縫製部が開放されている。
【図４４】図４４は、図４３の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記引き糸が引かれて、前記２つの上部シート部分が底部シートから完全に分離さ
れている。
【図４５】図４５は、図４４の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記２つの上部シート部分が引き離されて、前記袋が開かれている。
【図４６】図４６は、図４５の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記袋が完全に開けられ、その引き紐の露出部分が展開されている。
【図４７】図４７は、図４６の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、利用者の手が前記袋の中に伸びて前記おむつを把持している。
【図４８】図４８は、図４７の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記袋が中表に裏返されている。
【図４９】図４９は、図４８の前記巻かれたおむつおよび処分用袋システムを示した図で
あり、前記袋の上部シート部分が、前記裏返された袋の中に畳み込まれている。
【図５０】図５０は、本発明の第３の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システムの断
面図で、容器の底部がおむつの外部シートにより画成されている。
【図５１】図５１は、図５０の前記処分用袋システムおよびおむつを組み立てている状態
の平面図であり、処分用袋は小型構成へと平坦に折り畳まれている。
【図５２】図５２は、図５１の前記袋を示した図であり、当該袋は前記おむつの外部シー
トに取り付けられている。
【図５３】図５３は、図５２の前記袋の前記外部シートに取り付けられている上部シート
を示した図であり、これにより前記袋用の前記容器が形成される。
【図５４】図５４は、図５０の前記処分用袋システムおよびおむつが組み立てられた状態
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を示した図である。
【図５５】図５５は、本発明の第４の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システムの断
面図で、前記事前に組み立てられた処分用袋システムは、おむつの２枚のシート間に挿入
される。
【図５６】図５６は、図５５の前記処分用袋システムおよびおむつの斜視図であり、前記
事前に組み立てられた自己完結型処分用袋システムが、前記おむつの２枚のシート間に配
置されている。
【図５７】図５７は、本発明の第５の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システムの断
面図で、容器の底部シートはおむつの内部シートにより画成されている。
【図５８】図５８は、図５７の前記処分用袋システムおよびおむつの斜視図であり、この
自己完結型処分用袋システムの袋および上部シートは、前記おむつの２枚のシート間に配
置されている。
【図５９】図５９は、本発明の第６の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システムの断
面図で、容器の上部シートはおむつの外部シートにより画成されている。
【図６０】図６０は、本発明の第７の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システムの断
面図で、容器の上部シートはおむつの外部シートにより画成され、前記容器の底部シート
は前記おむつの内部シートにより画成されている。
【図６１】図６１は、図６０の前記処分用袋システムおよびおむつの斜視図であり、袋は
、前記おむつの外部および内部シート間に配置されている。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、使い捨ての物品を処分するための自己完結型ポッド状処分用袋システムおよ
び方法に関する。本明細書で説明する諸実施形態において、これらのシステムおよび方法
は、標準的な市販の使い捨ておむつまたはカスタマイズされた使い捨ておむつを含む使い
捨ておむつを処分するため使用される。図示されたおむつは幼児用のものであるが、当該
システムおよび方法は、大人用おむつにも容易に適用できることが理解されるであろう。
他の実施形態において、当該システムおよび方法は、体液吸収用にヒト（または他の動物
）が着用する他の使い捨ての物品、例えば生理用品（例えば、生理用パッド、ナプキン、
およびライナー）および医療廃棄物である創傷被覆材、圧迫帯、および手術用トレイライ
ナーの処分において使用するようなっている。また、さらに他の実施形態において、当該
システムおよび方法は、体液を含んだ他の使い捨ての物品を処分するため使用され、前記
体液は、例えば他の医療廃棄物である（例えば、メス、針、およびランセットを含む使用
済みの鋭利な物、ヒトの組織および身体部分、ならびに手術用機器）。本明細書で詳述す
るシステムおよび方法については、前記使い捨ての物品をおむつとして例示しているが、
本発明はおむつ用途に限定されるものではなく、本明細書で特定したものを含む他の使い
捨ての物品を処分するためのシステムおよび方法を明示的に含むことが理解されるであろ
う。なお、本明細書で説明する詳細は代表的なもので、単に例示目的で提供しており、本
発明を不要に限定するものではないことに注意すべきである。
【００１０】
　図１～３１は、本発明の第１の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システム１０を示
したものである。図１～５は、このシステム１０の概要を提供し、図６～１４は、その構
造の細部を示し、図１５～３１は、その使用の詳細を示している。
【００１１】
　図１～５を参照すると、前記処分用袋システム１０は、容器１２と、この容器内に収容
された処分用袋１４とを含む。図示した実施形態において、前記容器１２は、上部シート
１６および底部シート１８（「シート１６・１８」）を有し、これらは各々の外周２０に
沿って一体的に合着され、内部空洞２２を形成する。他の実施形態において、前記容器は
折り畳まれた単一シートで形成され、上部および底部シートは、１若しくはそれ以上の側
壁、または他の従来の薄型容器によって相互連結される。前記上部および底部シート１６
・１８は、接着剤により、縫製により、または当該技術分野で知られた他の合着要素によ
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り、一体的に合着できる。前記袋１４は略平坦な小型構成に折り畳まれ、前記容器空洞２
２内で保持されて、前記容器１２の開封自在な閉鎖部２４を通じて少なくとも部分的に取
り出し可能である。前記容器閉鎖部２４は、手で操作して閉鎖状態から開口状態にできる
ように設計されている。そのため、前記袋１４を内部に有する前記容器１２は、全体とし
て薄く平坦な薄型形状であり、前記システム１０をおむつ８に取り付けて（例えば、図１
４を参照）、後で必要なときに使用でき、それまでの通常おむつ着用中は目障りになるこ
とがない。これにより、前記処分用袋システムは、汚れたおむつ８または他の使い捨ての
物品を処分するため、便利で衛生的な自己完結型の方法を提供する。
【００１２】
　前記容器１２は、前記空洞２２が折り畳まれた前記袋１４を完全に十分収容できる必要
最低限の大きになるようにサイズ調整および成形される。また、前記折り畳まれた袋の保
持のみに必要なサイズより大きくなるように前記空洞２２がサイズ調整および成形される
実施形態では、前記容器１２は若干大きくすることが好ましい。前記底部および上部シー
ト１６・１８は、同じ材料、例えば柔らかく柔軟なビニールおよび綿の複合織物材料、ま
たは異なる材料で作製でき、それぞれ単一の層または複数の層で作製できる。そのような
材料を使うと、前記容器１２は柔らかく柔軟になって（図４を参照）前記おむつの形状に
適合し、通常のおむつ着用中、前記おむつとともに曲がるようになる。
【００１３】
　図１～５に示す通常の市販用実施形態において、前記容器１２は、略円盤形状で（前記
シート１６・１８は略円形）、厚さ約０．５０ｃｍ（弛緩または非圧縮状態で）、外周約
６．３５ｃｍ、直径約２．０２ｃｍ、および重量約１．０グラム未満である。前記容器１
２の前記上部シート１６は、綿およびビニールの複合織物材料でできた（例えば、前記お
むつ８背部側の外面にふさわしく装飾的および質感的に設計された）透過性の最上層１６
ａと、綿材料（例えば、強靱で柔軟なエジプト綿）の最下層１６ｃと、前記最上および最
下層を接着する従来の接着膜（例えば、一般におむつ製造に使用されるタイプ）の中間層
１６ｂとを含む。前記底部シート１８は、綿材料（例えば、強靱で柔軟なエジプト綿）の
中間層１８ｂと、前記おむつ８に接着する従来の接着膜（例えば、一般におむつ製造に使
用されるタイプ）の最下層１８ｃと、前記最下層をおむつに接着する従来の接着膜（例え
ば、一般におむつ製造に使用されるタイプ）の最上層１８ａとを含む。前記底部シート１
８の前記最上層１８ａは、従来のホットスタンピング工程を使って前記底部シートの中間
層１８ｂおよび前記上部シートの最下層１６ｃの前記外周２０だけを一体的に接着する環
形状を有するホットメルト接着膜であり、これにより前記折り畳まれた袋１４が前記中間
層１８ｂと前記最下層１６ｃとの間に（そしてこれらシートの周内に）配置された状態で
、前記容器１２が閉じられてシールされ、前記袋が内設された前記空洞２２が形成される
。また、前記最下層１８ｃは、前記おむつの製造中または製造後に実施される従来のホッ
トスタンピング工程を使って前記容器１２を前記おむつ８に接着するホットメルト接着膜
であってよく、これにより前記処分用袋システム１０が前記おむつの一部になる。通常、
前記上部シートの層１６ａ～ｃが、まず一体的に接着されたのち、前記袋１４の底端部が
（例えば、スポットヒーティングまたはホットメルト接着剤により）前記底部シートの中
間層１８ｂに接着され、次いで（前記底部シートの最上層１８ａを使って）前記上部およ
び底部シート１６・１８がそれらの間にある前記袋１４と一体的に接着されて、前記組み
立てられたシステム１０が前記おむつ８に接着される。他の実施形態において、前記容器
は、前記袋の折り畳み構成に基づいて長方形、多角形、または他の形状を有することがで
き、前記袋のサイズおよび望ましい厚さに基づいてより大きい若しくは小さいサイズを有
することができる。
【００１４】
　前記開封自在な閉鎖部２４は、前記袋１４にアクセスを提供し、当該袋１４を前記容器
１２から（少なくとも部分的に取り出して）展開するためのものであるが、この閉鎖部２
４は、通常、前記上部シート１６に設けられる。ただし、一部の実施形態において、この
開封自在な閉鎖部は、当該容器の側壁その他の部分に形成できる。図示した実施形態にお
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いて、前記開封自在な閉鎖部２４は、前記上部シート１６に形成された細長い破壊域とし
て設けられ、この閉鎖状態の破壊域の両側で前記上部シートに逆方向の力をかける操作を
行うと、前記破壊域に沿って前記上部シートが破断し、当該前記上部シートに細長いスリ
ット状の開口部２６を形成して開口状態にできる（例えば、図１７を参照）。前記破壊域
は、必要に応じて破れるよう、カッターなどで付けた溝（ｓｃｏｒｅ　ｌｉｎｅ）、ミシ
ン目、より薄くした部分、または別の方法で設けることができる。一部の実施形態におい
て、前記容器１２の前記開封自在な閉鎖部２４は、チャイルドレジスタントな（子供が操
作できない）設計にできる。例えば、前記容器の開封自在な閉鎖部２４として当該容器の
前記上部シート１６に破壊域を設けた実施形態の場合、その破壊域を破って開けるには成
人の知恵と、手または指の強さおよび器用さが必要とされるよう、前記破壊域を形成する
ことができる。子どもは前記閉鎖部２４を開けて前記容器１２内の前記袋１４にアクセス
するだけの知恵または手および指の強さおよび器用さを有さないため、前記容器閉鎖部２
４は効果的にチャイルドレジスタントなものとなる。代替実施形態において、前記開封自
在な閉鎖部は、面ファスナー、スナップ、ボタン、または他の従来のファスナー、ジッパ
ー、引き紐、または当業者に知られている従来の開封自在な閉鎖部を伴うポケットフラッ
プにより設けられる。
【００１５】
　前記処分用袋１４は、従来のビニール製処分用袋により設けることができる。一部の実
施形態において、前記袋１４は香りがつけられ、および／または柔軟な若しくは伸縮性の
袋である。前記袋１４は、底端部３０および開口上端部３２を伴う本体２８と、前記開口
上端部用の従来の閉鎖部３４とを有し、前記閉鎖部３４は、汚れたおむつ８を前記袋本体
内に入れた後に当該袋の上部を閉じてシールするためのものである（図６を参照）。通常
の実施形態において、前記袋閉鎖部３４は、結べるループ持ち手、引き紐、タイフラップ
（結べるフラップ）、ジップロック（登録商標）スライド式閉鎖機構、または取り付けら
れていないツイストタイにより提供されるが、他のものも使用できる。前記袋閉鎖部３４
は、閉じたとき当該袋の上部３２に比較的小さな開口部が残って当該袋が完全には密閉さ
れないよう設計されることが好ましく、これによりおむつを入れた袋が圧迫されて破裂す
るおそれが最小限に抑えられる。図示した実施形態では、前記袋１４が略長方形の本体２
８を有し、その長さは約８インチ、幅は約６インチである（前記上端部の袋閉鎖部３４は
含まず）。また、前記袋閉鎖部３４は２つの長方形ループ持ち手により提供され、それら
のループ持ち手は、前記上端部３２の対向しあう側から延出し、結び合わせて前記袋１４
を閉じやすくなっており、平坦に伸ばして１つに折り畳んだとき、それぞれ長さ約８イン
チ（図２８を参照）または長さ約４インチである（図６を参照）。このサイズおよび形状
の袋１４は、約１８か月児までの幼児用おむつについて適切に機能するが、他のサイズお
よび形状の袋を使っても良好な結果が得られる。
【００１６】
　前記処分用袋１４は、当該袋が前記容器から展開されても前記おむつ８から分離されな
いよう（また損傷して当該袋の使用目的を達成できなくなることがないよう）、前記容器
１２に取り付けることが好ましい。例えば、前記袋の前記開口上端部３２から反対側にあ
る前記底端部３０は、前記容器１２の内面、例えば前記底部シートの中間層１８ｂに接着
剤で熱接着される。他の実施形態では、前記袋１４が他の部分（例えば、その側面の下部
）で、および／または他の取り付け要素（例えば、粘着テープまたはプラスチックのクリ
ップ）により取り付けられる。一部の実施形態において、前記袋１４の前記底端部３０は
、前記底部シート１８の中央付近で当該底部シートに取り付けられ、他の実施形態におい
て、前記袋の底端部は、当該袋が前記容器１２内で渦巻状またはらせん状に巻かれて配置
されるよう半径線に沿って前記底部シートに取り付けられる。前記袋１４は、平坦な小型
構成に折り畳まれて前記容器の空洞２２内に収容されるため、前記容器１２から容易に引
き出して使用することができる（前記容器内に取り付けられてとどまる前記底端部３０を
除く）。例えば、各袋１４は、それ自体の上に数回長手方向に折り畳み、および／または
渦巻状またはらせん状の構成に折り畳んで、開口上端部３２が前記容器の閉鎖部２４に隣
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接して上部に配置された状態にし、前記容器の閉鎖部を開いたときに見える若しくはアク
セスできるようにできる（図６～１６を参照）。
【００１７】
　前記処分用袋システム１０は、子どもを保護する複数の保護措置とともに設計できる。
例えば、前記袋を収容する容器１２は、前記おむつ８の背部側外面の臀部領域すぐ上に取
り付けることができる（図１４を参照）。前記おむつ８上で前記処分用袋システム１０を
このように配置すると、このおむつを着用している子どもが前記処分用袋システム１０に
アクセスするのを妨げる上で役立つ。また、前記容器１２の前記開封自在な閉鎖部２４は
、子どもがこの閉鎖部を開けて前記容器内の前記袋１４にアクセスすることができないよ
う、チャイルドレジスタントな設計にできる。さらに、この処分用袋システム１０は、前
記袋１４が前記容器１２内で強固に保持されるよう設計できる（例えば、前記容器は、弛
緩状態で前記空洞２２が前記折り畳まれた袋と同じサイズかそれより若干小さくなるよう
サイズ調整および成形できる）ため、前記容器の閉鎖部２４が開いたとき、成人の手また
は指の器用さおよび強さをもってしか前記袋を引き出して使用できないようにできる（図
１８～１９を参照）。さらに、この処分用袋システム１０は、前記袋１４が前記容器１２
に取り付けられるよう設計して、使用するために前記容器から展開された前記袋を、当該
おむつを着用している子どもが前記おむつ８から分離できないようにできる。また、この
処分用袋システム１０は、前記袋１４が折り畳まれた形状でプルタブ３６（安全用接着剤
リリースストリップ（帯状体）としても機能する）により一時的にシールされるよう、ま
た前記袋を子どもが開けて展開しないよう保つ上で非永続的な接着縁部３８が役立つよう
、設計できる。
【００１８】
　上記ではこの第１の実施形態例の前記処分用袋システム１０について全般的に説明して
きたが、以下、その構造の詳細について図６～１４を参照して説明する。本明細書で説明
する前記処分用袋システム１０を作製する方法は、例示目的で提供しており、本発明を限
定するものではないことが理解されるであろう。
【００１９】
　前記処分用袋システム１０を作製する方法には、次の工程を含めることができ、この工
程は、当該技術分野で知られている従来の大量生産製造設備および技術を使って実施でき
る。まず、図６に示すように前記袋１４を平坦に敷いたのち、前記ループ持ち手閉鎖部３
２が図７に示すように位置合わせされるよう長手方向に半分に折り畳んで、再度長手方向
に半分に折り畳んで図８に示すように４分の１の大きさにする。次に、図９に示すように
、前記折り畳まれた本体の２つの半分２８の間へ前記ループ持ち手閉鎖部３２を折り下げ
る（または、前記袋１４を最初に半分に折り畳んだ後でこれを行うことができる）。
【００２０】
　次いで、前記袋１４の前記本体２８の前記開口上端部３２（前記容器閉鎖部２４に隣接
させて配置すべき）は、前記プルタブ３６で図１０に示すように安全にシールできる。前
記プルタブ３６は、裏面に接着剤を、正面または上側には前記プルタブ３６を引くよう利
用者に説明するマーク（例えば「ここを引く」と印刷した文言）を伴ったシート材料（例
えば、紙またはプラスチック）により設けることができる。前記プルタブ３６を設置する
には、前記裏面の接着剤を前記袋１４の前記上端部３２の片面に接着させたのち、当該上
端部の上から折って反対側の上端部側面に接着させる。必要に応じ、前記裏面の接着剤の
ほぼ半分には、通常の使用条件下で永続的に接着して前記プルタブ３６を前記袋１４から
容易に引き剥がせないようにするよう選択された接着剤を含めることができ、これにより
、前記プルタブ３６が前記袋１４から分離されて前記袋が意図された目的に使用できなく
なり過剰な廃棄物が生じるということはなくなる。他の実施形態において、前記プルタブ
は、他の取り付け要素、例えば粘着テープ、プラスチッククリップ、または面ファスナー
で前記袋上部に取り付けられ、前記袋上端部３２は安全シールを使って若しくは使わずに
閉鎖され、または安全シールは省略される。このように、前記プルタブ３６は、便利に使
える見つけやすい位置（前記容器閉鎖部２４に隣接）で機能するため、利用者が当該プル
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タブ３６を引いて前記袋１４を前記容器１２から展開して使用できるようにするだけでな
く、幼児が前記袋を開けて損傷させる可能性を最小限に抑える安全措置として機能する。
【００２１】
　この時点で、または前記プルタブ３６を設置する前に、前記折り畳まれた袋１４の前記
位置合わせされた自由側縁部３１を、図１０に示したように、前記非永続的な接着部３８
で互いに接着させることができる。通常の実施形態において、前記非永続的な接着部３８
は、前記自由側縁部３１に沿って配置した接着剤をスポットヒーティングして形成される
。他の実施形態において、前記非永続的な接着部は、他の取り付け要素、例えば粘着テー
プ、プラスチッククリップ、または面ファスナーで形成され、折り畳まれていない若しく
は数回折り畳まれた袋の自由縁部に沿って形成され、または省略される。前記非永続的な
接着部３８は、（４分の１の大きさへと）２回折り畳まれた前記袋１４の位置合わせされ
た自由側縁部３１に沿って形成されて前記自由側縁部３１を一時的に一体的に保持するた
め、前記袋は前記２回折り畳まれた形状で保持されるが、当該袋の前記接着部は、前記２
回折り畳まれた袋本体２８の２つの半身の間の空間に成人が指を入れ、前記接着部の裏側
で十分な力を加えて指を滑らせ接着済み前記縁部を互いから分離すると当該袋を展開して
使用できる強度を有する。すなわち、前記非永続的な接着部３８の接着力を克服し、前記
袋１４を展開する上で十分な力を生じるには、成人の知恵と、手または指の器用さおよび
強さとが必要とされるため、子どもは一般に前記袋を開けることはできない。
【００２２】
　次に、図１１に示すように、前記袋１４の底端部３０を前記容器１２に取り付ける。通
常の実施形態では、永続的な接着部４０により前記袋の底端部３０を前記容器の底部シー
ト１８に取り付ける。前記永続的な接着部４０は、通常の意図された使用中に成人の利用
者が前記袋１４を引き出して前記容器から展開しても、前記袋１４が前記容器１２に強固
に取り付けられた状態で保たれるよう、従来の技術により形成される。これは安全機能と
して作用し、前記おむつを着用している幼児が前記容器１２から前記袋１４を取り出して
損傷させるのを防ぎ、別個の廃棄物が生じるのを最小限に抑える上で役立つ。例えば、前
記永続的な接着部４０は、接着材料をスポットヒーティングして形成できる。前記袋の底
端部３０は、前記容器の底部シート１８のほぼ中央で当該底部シートに取り付けることが
できる。必要に応じ、前記袋の底端部３０は、底部の各隅を斜めに折り畳んで底縁部を折
り上げることにより、図示したように（例えば、約１／２インチ幅へと）漏斗状に折り畳
むことができる。
【００２３】
　次いで、前記袋１４を平坦な小型構成に畳み込み、前記プルタブ３６が上部になるよう
にして前記底部シート１８に抗し平坦に敷くことにより、前記プルタブ３６は、組み立て
後、図１２に示すように前記容器閉鎖部２４に隣接して配置される。通常の実施形態にお
いて、前記袋１４は、渦巻状またはらせん状の構成（例えば、外周約５．０８ｃｍ）に折
り畳まれる。次に前記上部シート１６を前記底部シート１８に取り付けて、前記折り畳ま
れた袋１４が前記上部シート１６と前記底部シート１８との間に配置され前記空洞２２が
形成された状態で、組み立てを完了する。通常の実施形態において、前記シート１６・１
８は、ホットメルト接着剤により一体的に合着されるが、代替態様として縫合し、または
他の従来の取り付け要素、例えば嵌合するネジと螺刻またはスナップフィットデテントを
使って合着することもできる。
【００２４】
　前記処分用袋システム１０は、図１３に示すように、使い捨てのおむつ８に取り付け可
能である。前記おむつ８は、従来のおむつ製造設備および技術を使って組み立てラインで
製造できる。通常、これには、吸収性の内層（おむつのコア）を形成する工程と、プラス
チックフィルムおよび布帛の層を合わせて接着剤付けして裏地（ｂａｃｋｉｎｇ）を一体
的に形成する工程と、その裏地にコアを接着剤付けする工程とが伴う。前記処分用袋シス
テム１０は、前記おむつ８の製造工程における追加工程としておむつ組み立てラインで前
記おむつ８に取り付けることができる。例えば、前記処分用袋システム１０は、伸縮材料
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を前記おむつのウエストおよび脚部開口部に取り付ける工程と、前記おむつ裁断および折
り畳み工程の直前に、前記おむつの裏地７上にホットスタンピングできる。そして前記処
分用袋システム１０が前記おむつの裏地７に取り付けられた後は、前記おむつのコアおよ
び裏地（この時点で処分用袋システムが取り付けられている）が一体的に合わせられ、裁
断され、折り畳まれ、包装されて、前記おむつ８の製造が完了する。このように、前記処
分用袋システム１０の前記おむつ８への取り付けは、おむつ製造工程における追加工程と
して行える。例えば、図示したおむつ製造設備９は、複数の前記おむつ８を搬送するコン
ベヤーベルトと、複数の前記処分用袋システム１０を収容しそれらを前記おむつに取り付
けるため定位置に供給するホッパーと、前記処分用袋システムを前記おむつに接着するホ
ットスタンピング機構とを含む。当業者であれば、当該技術分野で知られている他の設備
および技術を使っても前記処分用袋システム１０を使い捨てのおむつ８に取り付けられる
ことが理解されるであろう。
【００２５】
　図１４は、前記処分用袋システム１０の１つが取り付けられた前記おむつ８の１つの完
成されたアセンブリを示したものである。図示した実施形態では、前記処分用袋システム
１０は、前記おむつ８の臀部領域のすぐ上で当該おむつの前記裏地７に取り付けられてい
る。この位置で、前記処分用袋システム１０は邪魔にならないよう配置されており、前記
おむつ８を着用している幼児が当該処分用袋システムに手を伸ばし、これを開けて前記袋
１４へのアクセスを試みることは非常に困難である。他の実施形態では、前記処分用袋シ
ステム１０を前記おむつ８の他の位置に設けることができる。
【００２６】
　以上、この第１の実施形態例の前記処分用袋システム１０を製造する方法の一例につい
て説明してきたが、以下では、その使用方法の詳細を図１５～３１を参照して説明する。
本明細書で説明する、汚れたおむつ８を処分するための前記処分用袋システム１０の使用
方法は、例示目的で提供するものであり、本発明を限定するものではないことが理解され
るであろう。この方法は、自己完結型処分用袋システム１０が取り付けられたおむつ８を
提供する工程を含む。前記処分用袋システムは、本明細書で説明する処分用袋システムの
いずれによっても、またはそれらの変形形態または派生形態によっても提供することがで
きる。
【００２７】
　前記使用方法は、子どもから汚れたおむつ８を取り外す工程と、前記処分用袋システム
１０が下向きの状態で前記おむつを平坦に敷く工程と、前記底部から前記汚れたおむつを
巻く工程と、前記おむつの２つの伸縮性側部パネルを合わせ、前記処分用袋システムがま
だ露出してアクセス可能な状態で図１５に示すように巻かれたおむつを束にして固定する
工程とを含む。次に、前記巻かれたおむつ８を裏返して前記おむつの背部側７の前記処分
用袋システム１０を上向きにし、前記容器閉鎖部２４を操作して閉鎖状態から開口状態に
する。これは、例えば、成人利用者が破壊域タイプの容器閉鎖部２４の両側に拇指を置き
、前記閉鎖部が破断するまで横方向外側へ圧力を加えることにより行うことができ、これ
により図１６～１７に示すように前記容器の上部シート１６に前記開口部２６が形成され
る。次いで前記袋１４を使用するため前記容器１２から展開する。これは、例えば、拇指
および第二指を前記開口部２６内に伸ばして前記袋１４に取り付けられた前記プルタブ３
６を把持し（または前記袋自体を把持し）、図１８に示すように前記開口部を通じて前記
袋を引き出すことにより行える。前記袋１４は、その最大長へと展開されるまで前記容器
１２から引き出され、その底端部３０は、図１９に示すように、まだ前記容器内でこれに
取り付けられた状態である。
【００２８】
　次に、前記プルタブ３６の少なくとも１つの端部を前記袋１４から取り出し、当該袋の
前記自由側縁部３１の前記非永続的な接着部３８を、図２０～２１に示すように接着解除
する。例えば、前記プルタブ３６のほぼ半分を剥がして（例えば、どちらの半分を剥がす
か利用者に説明する表示を設けることができる）、図のように、他方のほぼ半分がまだ永
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続的に前記袋１４に取り付けられている状態にすると、前記折り込まれたループ持ち手が
展開自在になる。そして、成人利用者は、前記折り畳まれた袋の４分の１部分同士の間に
第二指を挿入し（例えば、前記プルタブ３６のある前記袋の上部３２で）、その指を下に
滑らせて図のように前記非永続的な接着部３８を破壊することにより、前記接着されたを
側縁部３１を互いから分離または開放して前記袋１４を展開できるようにする。次いで、
図２２に示すように前記袋１４の前記ループ持ち手閉鎖部３４を展開し、図２３に示すよ
うに互いから分離して、図２４に示すように前記袋を完全に開く。
【００２９】
　次に、前記利用者は片方の手を前記袋１４内に伸ばし、前記巻かれたおむつ８を把持し
て、図２５に示すように前記袋を手袋として効果的に使う。次いで利用者は前記袋１４を
裏返して中表にし、その裏返した袋の中に前記おむつが入るまで、図２６～２７に示すよ
うに、前記巻かれたおむつの上から前記袋を引く。最後に、前記袋閉鎖部３４で前記袋１
４を閉じて、悪臭を生じる細菌および病原菌が前記おむつ８から漏れないようにする。例
えば、前記ループ持ち手閉鎖部３４は、図２８～２９に示すように結び合わせることがで
きる。前記おむつを収容した袋１４は、後で処分するよう一時的に保管し、例えば図３０
に示すようにベビーカーから下げておき、または図３１に示すように、ただちにごみ容器
に入れることができる。このように、前記処分用袋システム１０を使うと、汚れたおむつ
の悪臭を低減して衛生的に処分する上で役立つ。
【００３０】
　以上、前記第１の実施形態例の前記処分用袋システム１０の構造、製造、および使用に
ついて説明してきたが、以下では、本発明の全範囲をより適切に例示するため付加的な実
施形態例について説明する。本明細書で説明するどの実施形態のどの特徴も、組み合わせ
て付加的な実施形態を形成できることが理解されるであろう。
【００３１】
　図３２～４９は、本発明の第２の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システム１１０
を示したものである。前記第１の実施形態例の前記処分用袋システム１０は約１８か月ま
での幼児向けおむつとの併用（を含み、かつこれらに限定されない）に十分適しているが
、この第２の実施形態例の処分用袋システム１１０は、約１８か月およびそれ以上の年齢
の幼児向けおむつとの併用（を含み、かつこれらに限定されない）に十分適している。こ
の処分用袋システム１１０は、容器１１２と、当該容器に収容された袋１１４を含む点で
、前記第１の実施形態例の前記処分用袋システム１０と同様である。また、前記容器１１
２は、同様な材料で作製されて同様な寸法を有する多層の上部および底部シート１１６お
よび１１８で同様に構成される。そのため、前記処分用袋システム１１０の基本構造、製
造、および使用は、少数の特筆すべき例外を除いて同様である。
【００３２】
　この実施形態の前記袋１１４は、より大きなおむつ（に少数のおしりふきを加えたもの
）を保持するため、より大きく、および／または伸縮性のプラスチック材料で作製するこ
とができる。通常の実施形態において、前記袋１１４は、弛緩状態で幅約６インチ、長さ
約５インチであり、長さ１０インチまで容易に伸張できる。また、前記袋１１４は、その
開口上端部１３２に引き紐閉鎖部１３４を有する。これに伴い、前記処分用袋システム１
１０を作製する方法は、図３５～４１に示すように、前記袋１１４を２回折り畳み、それ
を前記底部シートに取り付け、平坦な渦巻状に折り畳む工程において、前記引き紐閉鎖部
１３４の２つの露出した持ち手部分（例えば、長さ約４インチ）を折り込む工程を代わり
に用いるよう修正される。
【００３３】
　また、前記容器１１２の前記上部および底部シート１１６・１１８は、着脱自在な合着
アセンブリにより一体的に合着される。通常の市販用実施形態において、前記着脱自在な
合着アセンブリは、露出した引き糸１５２に相互連結された引き抜き用縫製部１５０を含
む。前記引き抜き用縫製部１５０は、前記上部および底部シート１１６・１１８の周縁部
１２０を一体的に合着する。前記引き糸１５２が引かれると前記縫製部１５２が引き抜か
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れ、前記上部シート１１６は前記底部シート１１８から開放される。この実施形態におい
て、容器閉鎖部１２４は、前記上部シート１１６の全直径にわたり延長する破壊域により
提供されるため、前記上部シートの破壊域は、十分な力をかけると破断し、前記上部シー
トが２片１１６ａおよび１１６ｂに分離する（二等分される）。そして、前記上部シート
片１１６ａおよび１１６ｂは、これらを引くと前記袋が前記容器１１２内から展開される
よう、（例えば、接着剤で）前記袋１１４に取り付けられる。これに伴い、（おむつ１０
８に適用された）前記処分用袋システム１１０を使用する方法は、前記容器閉鎖部１２４
を開けると形成される開口部１２６内に手を伸ばす工程と、前記容器１１２の前記外周１
２０に沿って前記引き糸１５２を引いて前記上部および底部シート１１６・１１８を互い
から分離し、かつ前記上部シートを２片１１６ａおよび１１６ｂに分離して、前記底部シ
ート１１８は前記おむつに取り付けられたままにし、前記上部シート片は前記袋に取り付
けられたままにする工程（図４２～４４を参照）と、前記上部シートの２片をまとめて引
いて前記袋１１４を前記容器から展開する工程と、前記上部シートの２片を引き離して前
記袋を開ける工程（図４５を参照）と、前記袋内に手を伸ばして前記おむつを把持する工
程（図４６～４８を参照）と、前記おむつが前記袋の中に入るまで前記袋を中表に裏返す
工程と、まだ取り付けられている前記上部シートの２片を、前記裏返された袋の中に折り
込む工程（図４９を参照）と、前記引き紐閉鎖部１３４で前記袋を閉じる工程とを代わり
に用いるよう修正される。
【００３４】
　代替実施形態において、前記着脱自在な合着アセンブリは、前記上部シートの外周破壊
域下と、前記上部および底部シートを一体的に合着する外周シール域とに配置される露出
しない引き糸部分から延出する露出した引き糸部分を含み、前記破壊域の閉鎖部は、少な
くとも前記外周シール域の全直径にわたり延長する。また他の実施形態において、前記着
脱自在な合着アセンブリは、前記上部および底部シートを着脱自在に一体的に保持する他
種の従来の着脱自在な合着アセンブリを含み、これは例えば面ファスナー、スナップフィ
ットデテント、ジッパー、ボタン、ジップロック（登録商標）スライド式閉鎖機構、また
はプラスチッククリップである。
【００３５】
　さらに、前記処分用袋システム１１０の前記袋１１４の前記引き紐閉鎖部１３４には、
前記袋の開口上端部１３２の縁部（ｌｉｐ）に沿って付けた伸縮性のバンドを含めること
ができ、前記引き紐の２つの露出部分は、前記袋の開口上部の対向しあう側で前記伸縮性
のバンドに取り付けられる。この使用方法において前記上部シート１１６を取り外した状
態では、まだ前記袋１１４の前記開口端１３０に取り付けられている前記上部シートの２
片１１６ａおよび１１６ｂを引き離すと、前記伸縮性のバンドが引き伸ばされる。
【００３６】
　別の実施形態では、前記処分用袋システムに、前記容器を開けると有効になる香りモジ
ュールが含まれる。この香りモジュールは、前記容器閉鎖部が開くと香りまたは芳香を放
出して汚れたおむつの臭いを隠す上で役立つよう機能する。
【００３７】
　図５０～５４は、本発明の第３の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システム２１０
を示したものである。この実施形態は、容器２１２と、当該容器内に収容された処分用袋
２１４であって、開封自在な閉鎖部２２４を通じて当該容器から展開自在な処分用袋２１
４とを含む点で上述のものと同様である。ただし、この実施形態では、前記容器２１２の
底部シートがおむつ２０８の裏地２０７（外部シート）により画成される。当該システム
２１０を作製する際、前記袋２１４はおむつの裏地２０７（この場合、前記容器の底部シ
ートでもある）に取り付け、上部シート２１６は前記裏地に取り付けることができる。
【００３８】
　図５５～５６は、本発明の第４の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システム３１０
を示したものである。この実施形態は、容器３１２と、当該容器内に収容された処分用袋
３１４であって、開封自在な閉鎖部３２４を通じて当該容器から展開自在な処分用袋２１
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４とを含む点で上述のものと同様であり、前記容器３１２は、上部および底部シート３１
６および３１６を含む。ただし、この実施形態では、事前に組み立てられたシステム３１
０が前記おむつの裏地３０７と、当該おむつ３０８の内部シート３０６との間に配置され
る。前記裏地３０７は開封自在な閉鎖部３０２を含み、この閉鎖部３０２は、前記容器閉
鎖部３２４に位置合わせされるため、前記袋３１４は、位置合わせされた双方の閉鎖部を
通じて展開することができる。
【００３９】
　図５７～５８は、本発明の第５の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システム４１０
を示したものである。この実施形態は、容器４１２と、当該容器内に収容された処分用袋
４１４であって、開封自在な閉鎖部４２４を通じて当該容器から展開自在な処分用袋４１
４とを含む点で上述のものと同様である。ただし、この実施形態では、前記容器４１２の
底部シートがおむつ４０８の内層４０４により画成される。また、前記おむつの裏地４０
７は開封自在な閉鎖部４０２を含み、この閉鎖部４０２は、前記容器閉鎖部４２４に位置
合わせされるため、前記袋４１４は、位置合わせされた双方の閉鎖部を通じて展開するこ
とができる。当該システム４１０を作製する際、前記袋４１４はおむつの内部シート３０
４（この場合、前記容器の底部シートでもある）に取り付け、上部シート４１６は前記内
部シートに取り付けることができる。
【００４０】
　図５９は、本発明の第６の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システム５１０を示し
たものである。この実施形態は、容器６１２と、当該容器内に収容された処分用袋６１４
であって、開封自在な閉鎖部６２４を通じて当該容器から展開自在な処分用袋６１４とを
含む点で上述のものと同様である。ただし、この実施形態では、前記容器６１２の上部シ
ートがおむつ６０８の裏地６０７（外部シート）により画成される。当該システム６１０
を作製する際、前記袋６１４は前記容器の底部シート６１８に取り付け、前記おむつの裏
地６０７（この場合、前記容器の上部シートでもある）は前記裏地に取り付け、前記裏地
は前記おむつ６０８の内層６０４に取り付けることができる。
【００４１】
　図６０～６１は、本発明の第７の実施形態例に係る自己完結型処分用袋システム７１０
を示したものである。この実施形態は、容器７１２と、当該容器内に収容された処分用袋
７１４であって、開封自在な閉鎖部７２４を通じて当該容器から展開自在な処分用袋７１
４とを含む点で上述のものと同様である。ただし、この実施形態では、前記容器７１２の
上部および底部シートが、おむつ７０８の裏地７０７（外部シート）および内部シート７
０６によりそれぞれ画成され、前記容器閉鎖部７２４は、前記おむつの裏地に形成される
。このように、前記容器７１２を前記おむつ７０８の２枚のシートで形成することにより
、前記組み立て済みシステム７１０およびおむつの厚さは最小限に抑えられている。当該
システム７１０を作製する際、前記袋７１４は、前記おむつの内部シート７０６（この場
合、前記容器の底部シートでもある）に取り付けられ、前記裏地７０７（この場合、前記
容器の上部シートでもある）は、前記内部シートに取り付けられる。
【００４２】
　他の実施形態において、前記処分用袋システムは、体液吸収用にヒト（または他の動物
）が着用する他の物品、例えば生理用品（例えば、生理用パッド、ナプキン、およびライ
ナー）および他の物品、例えば医療廃棄物（例えば、創傷被覆材、圧迫帯、および手術用
トレイライナー）に取り付けられ、またはそれにより少なくとも部分的に形成される。こ
れらの実施形態では、当業者であれば容易に理解されるように、前記処分用袋システムは
修正可能である。例えば、生理用ナプキン用途では、前記容器をサイズ調整してより小さ
くし（幅および厚さ）、細長い長方形の形状にする（全体として前記ナプキンの形状に適
合させる）ことができ、前記容器の閉鎖部は当該容器の一端に設置でき、前記袋はサイズ
調整してより小さくし、長手方向に１回だけ折り畳んで、その底部取り付け端部および上
部引張り端部を上記と同じ端部で前記閉鎖部に隣接させることができる。これにより、シ
ステム全体の厚さが最小限に抑えられて快適さが増し、目立ちにくくなりながら、ナプキ
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ン処分用に十分大きな袋を提供することができる。
【００４３】
　そのため、本発明の処分用袋システムは、先行技術と比べて多数の利点をもたらす。当
該処分用袋システムは、安全性および実用性を最大限に伸ばす年齢固有の設計に実装でき
る。当該処分用袋システムは、おむつ替えで生じる汚物を効率的に閉じ込めるとともに、
悪臭漏れをなくし、細菌および病原菌の拡散を防ぐ。このおむつ処分用袋システムを使う
と、汚れたおむつが衛生的なごみ袋に密閉され、このごみ袋はどんなごみ容器にも安全に
廃棄でき、またはどこにでも保管して後で処分することができる。当該処分用袋システム
は、効果的に既存のおむつ製品ラインを拡張したものであり、いかなる標準的な使い捨て
おむつにも製造工程中、容易に追加できる。また、この処分用袋システムの構築に使用さ
れる材料は、すべて完全に生物分解性にできる。
【００４４】
　さらに、前記処分用袋システムに使用される袋は、好ましい香りを有するよう作製でき
、柔軟で、液体不浸透性で、悪臭を通さない超軽量の合成材料で製作できる。これは、非
常に薄く通常底に小さな穴が開いている従来の食料雑貨袋および買い物袋を使用する場合
に勝る利点である。穴が開いている従来の買い物袋に汚れたおむつを入れる際は、液体お
よび悪臭を閉じ込めるため二重にして使う必要がある。前記処分用袋システムの処分用袋
は、容量も柔軟性も十分であるため、使用済みおしりふきその他の小さな廃棄物を入れる
際も役立つ。例えば、使用済みおしりふきは、前記処分用袋に閉じ込める前の汚れたおむ
つの中に丸めて入れることができる。また、前記処分用袋システムの処分用袋をサイズ調
整すると、汚れたおむつを入れた前記袋に余分なスペースが残り、別の廃棄物を入れられ
るようにできる。
【００４５】
　さらに、従来の袋が入手できない場所で、乳児のおむつ替えが必要になることもある。
前記処分用袋システムを備えた使い捨ておむつを使うと、前記処分用袋は常に手元にあっ
て利用できる。汚れたおむつは、前記処分用袋に密閉でき、後で処分するまで、例えば自
宅にいても（高価なＤＩＡＰＥＲ　ＧＥＮＩＥ（登録商標）おむつ容器が不要になる）、
外出中におむつ替えするときも（例えば、自動車の後部座席で、海辺で、飛行機内で、キ
ャンプ中、レストランで、友人および親戚訪問中、スポーツイベントで）、便宜的に保管
できる。
【００４６】
　さらに、前記処分用袋システムの目に見える上部シートは、従来の使い捨ておむつと同
じ若しくは同様な材料で作製できるため、前記上部シートの外観は、おむつに合った若し
くは調和するパターン、質感などで作製可能である。前記処分用袋システムは、子どもを
保護する複数の保護措置とともに設計できる。また、前記処分用袋システムを使うと、ご
み容器の悪臭を低減し、おむつ替え体験全体をより快適なものにする上で役立つ。要約す
ると、前記処分用袋システムは、より便利で衛生的、かつ悪臭のない処分システムおよび
方法を提供することにより、親および介助者のおむつ替え体験を向上させる。
【００４７】
　本発明は、本明細書に説明し、および／または示す具体的な装置、方法、条件、または
パラメータに限定されるものではなく、また本明細書で使用する用語は、単なる例として
特定の実施形態を説明するためのものであることを理解すべきである。そのため、前記用
語は広義に解釈するよう意図されており、本発明を不要に限定することを意図したもので
はない。例えば、添付の請求項を含む本明細書では、別段の断わりがない限り、単数形扱
いしている名称は複数形を包含し、用語「または」は「および／または」を意味し、言及
された特定の数値は、少なくともその特定の値を包含する。また、本明細書で説明したい
ずれの方法も、記述された一連の工程に限定されるものではなく、本明細書に別段の断り
がない限り、他の順序でも実施可能である。
【００４８】
　以上、本発明について例をとって示し、説明してきたが、当業者であれば、以下の請求
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